
 

 

耐震評価を活用した消火水タンクの荷重評価について 

 

１．概要 

実用炉規則第八十三条の第一号の対応において、消火水タンクを水源として活用する手順

があり、消火水タンクの荷重評価を行っている。消火水タンクの荷重評価では既認可の耐震

評価の結果を活用して評価を行っており、その有効性について確認を行う。 

 

２．消火水タンクの荷重評価について 

消火水タンク上面に積雪及び火山灰が堆積した場合、それらの質量に重力加速度が加わっ

た荷重が消火水タンクに作用し、各評価部位に応力が発生する。一方、耐震評価においては、

タンクの質量に重力加速度と基準地震動 Ss設計用加速度が加わることで、各評価部位に応力

が発生する。消火水タンクの荷重評価では、積雪と火山灰の荷重を加速度に置き換え、その

置換した加速度が設計用加速度と比較して十分小さい値になっていることの確認を行い、消

火水タンクの健全性確認を行っている。詳細は別紙１のとおり。 

 

３．耐震評価を活用する前提条件 

耐震評価の結果を活用して荷重評価をする場合、地震と火山の事象が重畳しないことが前

提となる。 

これまでの許認可では、関連規則及びガイド※に示される各荷重に対し、荷重の組合せを含

めて各審査の中で確認頂いてきた。具体的には、添付書類八では、「降下火砕物と火山以外の

自然現象の組合せについては、荷重の影響において、降下火砕物、風（台風）及び積雪によ

る組合せを考慮する。」と整理している。これについて、地震と火山の事象は重畳しない理由

は設置許可のまとめ資料でご説明しており、「基準地震動の震源と火山とは十分な距離がある

ことから、独立事象として扱い、それぞれ発生頻度が小さいことから組合せを考慮しない。」

としている。したがって、基準地震動 Ss 及び弾性設計用地震動 Sd 共に火山事象と重畳させ

て評価する必要はなく、耐震評価の結果を荷重評価に活用することは可能である。添付書類

八と設置許可まとめ資料の抜粋を別紙２に示す。 

※：実用発電用原子炉及びその附属施設の位置、構造及び整備の基準に関する規則 第六条、

原子力発電所の火山影響評価ガイド、基準地震動及び耐震設計方針に係る審査ガイド及

び耐震設計に係る設工認審査ガイド 

 

４．考察 

消火水タンクは「添付書類八 1.8.1.4 降下火砕物の影響から防護する施設」に規定される

防護対象施設ではないため、防護対象施設である復水タンク及び燃料取替用水タンクで活用

した FEM 解析による荷重評価並みに高精度な荷重評価を行っていないが、消火水タンクで実

施した荷重評価の結果には、元々の耐震評価の裕度に加えて、置換した加速度と設計用加速

度の間に十分な余裕があることから健全性確認を行うことができる。 

 

５．結論 

実用炉規則第八十三条の第一号の要求から消火水タンクの健全性確認を行っており、その

手法としては、耐震評価の結果を活用した荷重評価となっている。しかし、本評価を実施す

る上で地震と火山が重畳しないことが前提となるが、既許可上の整理から地震と火山は重畳

しない。本手法は、評価結果に十分な余裕があることから健全性確認を行うことは可能であ

る。  



 

 

別紙１ 

 

 

耐震評価上の裕度 



 

 

 

  

置換した加速度と設計

用加速度を比較した時

の裕度 
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添付書類八 



 

 

 

設置許可まとめ資料 


